
学 第 1 0 9 7 号  

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ 日  

 

 各私立学校長及び各私立学校設置者 様 

 （幼（幼稚園型認定こども園を含む。）・中・高・特・専（高等課程））  

 

岩手県ふるさと振興部学事振興課総括課長  

 

 

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の 

ための措置に関する法律（こども性暴力防止法）に基づく事務手続に必要と 

なる Gビズ IDの取得について（依頼） 

 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置

に関する法律（令和６年法律第 69号。以下「法」という。）が令和８年 12月 25日から施行

され、同日以降、学校設置者等に対しては、その雇用する（雇用しようとする）教員等、児

童生徒の教育保育に従事させる者について、法に定める特定性犯罪事実該当者であるか否

かの確認等が義務付けられることとなりました。 

学校設置者等においては、法の施行日（令和８年 12月 25日）以降、「こども性暴力防止

法関連システム（仮称）（以下「システム」という。）」を用いてその雇用する（雇用しよう

とする）教員等が特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認をすることとなり、今後、県を

通じて施行日までに、同システムへの事業者情報の登録等の手続が必要となります。 

つきましては、上記事業者登録等の前提として、学校設置者等においてシステムの利用に

必要となる「Gビズ ID」を取得いただく必要があるため、各学校におかれましては、本通知

の内容を学校設置者に遺漏なく情報提供のうえ、下記により、令和８年４月末（厳守）まで

に「Gビズ ID」の取得手続を進めるようお願いいたします。 

なお、Gビズ ID取得後の事業者登録に係る手続については、追ってお知らせします。 

記 

１ Gビズ ID（プライム）の取得 

  Gビズ ID（プライム）は、４月以降は取得申請が多くなり、取得に時間を要することが

想定されるため、以下に示す利用ガイド等を御参照のうえ、学校設置者において速やかに

取得手続を進めていただくようお願いします。 

    Gビズ ID（プライム）は法人代表者又は個人事業主に対して発行するアカウントになり

ますので、複数の学校を設置する設置者は１つだけ取得してください。 

 

  取得申請サイト     ：https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html 

  利用ガイド（法人）   ：QuickManual_Prime_corporation.pdf  

       （個人事業主）：QuickManual_Prime_sole-proprietor.pdf 

  よくある質問      ：https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html 

Gビズ ID 解説動画   ：https://pr.gbiz-id.go.jp/movie-gallery/index.html 

問合せ先        ：デジタル庁ヘルプデスク 電話 0570-023-797 

https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_corporation.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_sole-proprietor.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html
https://pr.gbiz-id.go.jp/movie-gallery/index.html


２ 今後の予定 

  ４月以降    Gビズ IDを含めた事業者情報を所轄庁に報告（別途通知予定） 

  12月中旬   システム暫定稼働（ログイン情報通知・権限設定） 

  12月 25日～  システムを通じた特定性犯罪事実確認開始 

担当 私学振興担当 向井・志和池 

電話 019-629-5042 

メール AH0007@pref.iwate.jp 


